
          第４回南幌町農業委員会総会議事録  

 

 

 令和２年９月２４日（木）午前９時００分より、生涯学習センター会議室

において第４回南幌町農業委員会総会が開催された。  

 本日の出席者は次のとおり。  

                      

            

                      １  番   白  倉  和  英  

                      ２  番   立  川  久  彦  

                      ３  番   久  保  正  彦  

                      ４  番   江  郷    弘  

                      ５  番   南    則  之  

                      ６  番   青  木  義  春  

                      ７  番   髙  島  茂  和  

                      ８  番   野呂田  雄一郎  

                      ９  番   上  野  勇  樹  

                      10 番   山  田    浩  

                      11 番   背  尾  裕  典  

                      12 番   鍋  山  洋  一  

  

                  欠席者    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本日の議案は次のとおり  

 

報告第１条  農業経営改善計画の認定について  

報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について  

議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第２号  買入協議の要請について  

議案第３号  農用地利用集積計画の決定について  

   議案第４号  現況証明願いについて  

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            事務局出席者   事 務 局 長  砂  田   隆 樹 

事務局主査  柳  沢   妙  子  

 

 

 

 

 

 



議   長   これより、第４回南幌町農業委員会総会を開会いたします。  

本日の出席者は１２名でございます。  

 ただちに本日の会議を開きます。  

 

      日程第１  議事録署名委員の指名を行います。  

議事録署名委員の指名につきましては、会議規則第１４条の規  

定により議長において指名いたします。７番  髙島  委員、  

８番  野呂田  委員  以上ご両名を指名いたします。  

 

日程第２  会期の決定をいたします。お諮りいたします。  

第４回南幌町農業委員会総会は、９月２４日  本日１日限りと

いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第４回南幌町農業委員会総会  

は、９月２４日  本日１日限りと決しました。  

日程第３  諸般報告を行います。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   諸般報告。  

令和２年８月２６日、第３回農業委員会総会を開催した。  

９月４日、第７回議会臨時会に会長出席した。  

７日、利用調整会議が行われ、関係委員出席した。  

８日、農業委員会作況調査を実施し、各委員出席した。  

１４日、第３回議会定例会に会長出席した。  

以上でございます。  

 

議   長   諸般報告につきましては、只今事務局長朗読のとおりでござい

ますので、報告済みといたします。  

                                   

 

議   長   日程第４  報告第１号  農業経営改善計画の認定についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。  

 



事務局長   報告第１号  農業経営改善計画の認定について。  

      南幌町長職務代理者より、農業経営基盤強化促進法第１２条第

１項の規定により農業経営改善計画の認定した旨の通知があった

ので報告する。令和２年９月２４日提出。南幌町農業員会会長名。  

 

事 務 局   報告第１号について説明いたします。農業経営改善計画の認定に

つきましては、１件でございます。  

      認定年月日は令和２年９月４日、有効期限が令和７年９月３日ま

でとなっております。  

      認定番号２の９の１、住所は南○線西○番地、○○○○、再認定

です。  

      認定農業者の経営体の総数につきましては、１５２経営体で、  

うち法人が１５法人となります。以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行ないます。  

       

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、報告第１号  農業経営改善計画の認

定については報告済みといたします。  

                                  

 

議   長   日程第５  報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出につい

て。  

      農地法第３条の３第１項の規定により、農地の権利取得の届出

があったので報告する。令和２年９月２４日提出。  

南幌町農業員会会長名。  

 

事 務 局  報告第２号について説明いたします。農地法第３条の３第１項の

規定による届出につきましては、１件でございます。  

      権利を取得した者ですが、南幌町南○線西○番地、○○○○。  



土地につきましては、空知郡南幌町○○○番の○、田で１１，４０

０㎡他計１１筆ございまして８９，８０５㎡となります。届出をし

た日ですが、令和２年８月３１日となります。取得した事由は、所

有者の死亡による相続となってございます。以上でございます。  

      

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行ないます。  

       

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、報告第２号  農地法第３条の３第１

項の規定による届出については報告済みといたします。  

                                   

 

議   長   日程第６  議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通

知についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について。  

     農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定により、  

賃貸借の合意解約した旨の通知があったので可否について意見を

求める。令和２年９月２４日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事 務 局   議案第１号について説明いたします。農地法第１８条第６項の規

定よる通知につきましては、２件でございます。  

      １件目の賃貸人は、南幌町南○線西○番地、○○○○。  

賃借人が、南幌町南○線西○番地、○○○○○○○○。  

土地につきましては、空知郡南幌町○○○○番の○の○、田で  

４５，０００㎡となり、賃貸借の合意解約日は、  

令和２年９月○日でございます。  

２件目の賃貸人は、南幌町南○線西○番地、○○○○。  

賃借人が、南幌町南○線西○番地、○○○○○○○○。  

土地につきましては、空知郡南幌町○○○○番の○、田で  

７，７７８㎡他計１１筆ございまして、２１１，５４２㎡となり、

賃貸借の合意解約日は、令和２年９月○日でございます。  

以上でございます。  



 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第１号  農地法第１８条第６項の規定

による通知については、提案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                   

 

議   長   日程第７  議案第２号  買入協議の要請についてを議題といた

します。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第２号  買入協議の要請について。  

      農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、買入

申出があったので、同法第１６条第１項の規定に基づき、買入協

議の要請をしたいので審議願い、意見を求める。  

      令和２年９月２４日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第２号について説明いたします。買入協議の要請につきま

しては、２件でございます。  

      １件目の買入申出者は、南幌町南○線西○番地、○○○○。土

地につきましては、空知郡南幌町○○○○番の○、畑で  

１，０８８㎡他計２筆ございまして５４，３９９㎡となります。  

 ２件目の買入申出者は、南幌町南○線西○番地、○○○○。土

地につきましては、空知郡南幌町○○○○番の○、田で  

７，７７８㎡他計１５筆ございまして２１３，２２３ .60 ㎡とな

ります。以上でございます。  



議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

      （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第２号  買入協議の要請については提

案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                   

 

議   長   日程第８  議案第３号  農用地利用集積計画の決定についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第３号  農用地利用集積計画の決定について。  

      農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により南幌町より決定

を求められた下記の農用地利用集積計画について議決を求める。  

      令和２年９月２４日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第３号について説明いたします。農用地利用集積計画の決

定につきましては、所有権移転が３件、利用権の設定が１件でご

ざいます。  

所有権移転整理番号  ２の９の１の買い手は、○○○○○○。

売り手は、南幌町南○線西○番地、○○○○。土地につきまして

は、南幌町○○○○番の○、田で３７，８９３㎡他計３筆ござい

まして、９１，６４２㎡となります。価格につきましては、○○

○○○○○○円となります。  

整理番号２の９の２の買い手は、○○○○○○。売り手は、  

南幌町南○線西○番地、○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、田で４，３６９㎡他計２１筆ございまして１７

０，５９３㎡となります。価格につきましては、  



○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の９の３の買い手は、南幌町南○線西○番地、○○

○○。売り手は、○○○○○○。  

土地につきましては、南幌町○○○○番の○、田で  

４７，６７６㎡他計１１筆ございまして１０３，１４５㎡となり

ます。価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

次に、利用権の設定  整理番号２の９の１の借り手は、南幌町○

○○○丁目○○○の○○○号、○○○○。貸し手は、○○○○○

○。土地につきましては、○○○○番の○、畑で８２１㎡他、計

４筆ございまして、４９，３３３㎡となります。利用権の期間で

すが、令和○年７月○日までの○年間となります。  

 以上集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

      

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第３号農用地利用集積計画の決定につ

いては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                   

 

議   長   日程第９  議案第４号  現況証明願いについてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。  

事務局長   議案第４号  現況証明願いについて。  

      農地法事務処理要領（既懇地の部）の規定及び南幌町農業委員

会現況証明取扱内規により、下記のとおり願い出があったので、



審議願い意見を求める。令和２年９月２４日提出。  

南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第４号  現況証明願いについて説明いたします。  

      現況証明願いにつきましては、１件でございます。  

      願い出人は、南幌町南○線西○番地、○○○○。  

土地の所在が空知郡南幌町○○○○番、面積は８５４ .43 ㎡。  

公簿地目は宅地、現況は農地、利用状況は畑で、土地の所有者は

○○○○でございます。証明を必要とする理由は、地目変更登記

申請のためでございます。  

９月７日農業委員３名による現地確認、現況概要の確認が行わ

れました。よろしくご審議のほどお願いします。  

 

８   番   議長  ８番  

 

議   長   ８番  野呂田委員  

 

８   番   願い出があった件ですが、私と高島委員・上野委員と、事務局

の案内により現地調査を行いました。現状は畑として利用してお

り、今後、宅地として利用するには困難な状況ですので、願い出

のとおり相違ないと判断します。以上です。  

 

議   長   事務局の説明及び現地確認を行った委員からの説明が終わりま

したので、これより質疑を行います。  

 

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

お諮りいたします。議案第４号  現況証明願いについては、  

願い出のとおり証明することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり証明するこ



とに決しました。  

                                   

 

議   長   以上で本総会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

     した。第４回南幌町農業委員会総会は、只今を以って閉会いたし

     たいと思いますがご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第４回南幌町農業委員会総会は

只今を以って閉会といたします。   

            

（午前９時１６分終了）  

 

上記の通り相違ないので署名捺印する。  

 

  会    長  

 

  ７    番  

 

８    番  


